
◎民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律 
（令和五年六月一四日法律第五三号）   

一、 提案理由（令和五年四月一一日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（齋藤健君） 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民

事関係手続等をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟以外の民事関係手続等

に関する法律の一部を改正しようとするものであります。 

 その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、この法律案は、民事執行法等の一部を改正して、インターネットを利用した

申立てを一律に可能とするとともに裁判所からの送達についてもインターネットを利用

してすることを可能とすることや、当事者等から提出された書面や裁判所において作成

する裁判書等を含め事件記録を電子化し、閲覧等も情報通信機器を利用して行うこと、

ウェブ会議等を用いて裁判所における手続を行うこと、民事執行の手続において電子判

決書等に係る記録事項証明書の提出を省略することを可能とすることなど、民事執行手

続等において情報通信技術を活用等するための規定の整備を行うこととしております。 

 第二に、この法律案は、民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正して、民事執行手

続等の手数料の納付方法の見直し等の措置を講ずることとしております。 

 第三に、この法律案は、公証人法の一部を改正して、公正証書を電子化するとともに、

その作成に当たりウェブ会議を用いることができるようにするなど、公正証書の作成に

関して情報通信技術を活用等するための規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（令和五年四月一四日） 

○杉久武君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を

国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組

織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書

等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能

とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正

証書の電磁的記録化及び映像と音声の送受信による公正証書の作成手続に係る規定の整

備等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、システム構築の在り方やセキュリティー確保のための取組及

び今後の開発の見通し、オンライン申立て等における本人サポートのための体制構築の



必要性、ウェブ会議の適切な運用に向けた取組等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月一三日） 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、

時代に即した民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化を可能な限り早期に実現する

ため、本法の全面施行については、慎重かつ丁寧な審理の妨げとならないよう、また

裁判所職員及び当事者等に対し過度な負担とならないよう配慮しつつも速やかに適切

な時期の施行に向けた検討を進めるよう努めること。 

二 民事関係手続等のみならず、刑事事件及び少年事件の手続においても、被告人等の

人権保障に十分配慮した上で、情報通信技術の活用が迅速に実現されるよう、より一

層の検討に努めること。 

三 裁判所の電子情報処理組織を構築するにあたっては、サイバー攻撃などで事件記録

が流出して事件関係者のプライバシー侵害が起こらないよう、適切なセキュリティ水

準を確保するとともに、代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立てを

容易に利用できるよう、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等の意見を聞き、

利便性を高めるよう努めること。 

四 ＩＴ技術が進展する中、ウェブ会議における成り済ましや第三者による不当な介入、

デジタル証拠の漏洩や改ざん防止に向けて不断の検討及び対応に努めること。 

五 代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立て等を容易に利用できるよ

う、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携し、必要に応じ

て弁護士・司法書士等による支援を受けられる環境整備に努めること。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（令和五年六月六日） 

○伊藤忠彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民事執行手続等におけるインターネットを利用した申立て等の範囲の拡大、

事件記録の電子化及びウェブ会議等を用いて裁判所における手続を行うための規定の整

備を行うとともに、民事執行手続等の手数料の納付方法の見直し、公正証書の電子化等



に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月三十日本委員会に付託され、翌三十一日

齋藤法務大臣から趣旨の説明を聴取し、六月二日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年六月二日） 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、

時代に即した民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化を可能な限り早期に実現する

ため、本法の全面施行については、慎重かつ丁寧な審理の妨げとならないよう、また

裁判所職員及び当事者等に対し過度な負担とならないよう配慮しつつも速やかに適切

な時期の施行に向けた検討を進めるよう努めること。 

二 民事関係手続等のみならず、刑事事件及び少年事件の手続においても、被告人等の

人権保障に十分配慮した上で、情報通信技術の活用が迅速に実現されるよう、より一

層の検討に努めること。 

三 裁判所の電子情報処理組織を構築するに当たっては、サイバー攻撃などで事件記録

が流出して事件関係者のプライバシー侵害が起こらないよう、適切なセキュリティ水

準を確保するとともに、代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立てを

容易に利用できるよう、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等の意見を聞き、

利便性を高めるよう努めること。 

四 情報通信技術が進展する中、ウェブ会議におけるなりすましや第三者による不当な

介入、デジタル証拠の漏洩や改ざん防止に向けて不断の検討及び対応に努めること。 

五 代理人等に委任しない者が電子情報処理組織による申立て等を容易に利用できるよ

う、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携し、必要に応じ

て弁護士・司法書士等による支援を受けられる環境整備に努めること。 

六 民事関係手続の電子化を速やかに実現させるため、裁判所の必要な人的体制の整備

及び予算の確保に努めること。 

七 民事関係手続を利用する障害者に対する手続上の配慮の在り方について、本法施行

後の制度の運用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のアクセスの向上に資する

法整備の要否も含めて検討し、必要な措置を講じること。 

八 第三百八十九条の規定による検討については、本法の施行状況、施行後の情報通信

技術の進展やプライバシーに関する規範意識の動向等を踏まえて、適時に行うこと。 


